
 

                                        医第１２５５ 号 

令和７年１０月１日 

 

外来機能報告制度対象医療機関 

管理者 様 

 

千葉県健康福祉部医療整備課長     

（公印省略）     

 

 

 令和７年度外来機能報告の実施について 

 

日頃、本県の保健医療行政の推進に御理解、御協力をいただきありがとうございます。 

さて、外来機能報告については、医療法（昭和２３年法律第２０５号。）に基づき実施さ

れるところですが、この度、別紙のとおり令和７年９月２４日付け医政地発０９２４第３

号により、令和７年度外来機能報告の実施等について通知されました。 

つきましては、既に厚生労働省から送付されたマニュアルのほか、下記に御留意   

いただき、期限内に報告を完了いただくようお願いします。 

 

記 

１ 報告期間  

報告様式１：令和７年１０月１日～１１月３０日 

報告様式２：令和７年１１月４日（予定）～１１月３０日 

 

２ 報告方法 

  原則として医療機関等情報支援システム（通称：G-MIS）によることとし、紙媒体に  

よる報告については、やむを得ない事情がある場合に限ることとしています。 

  

３ 問い合わせ窓口  

  厚生労働省「令和７年度病床・外来機能報告」事務局 

 

（委託先） 

報告内容に関するお問い合わせ：株式会社三菱総合研究所 

TEL：０１２０－１４２－３０５［平日 9:00～17:00 受付］ 

FAX：０３－５６１５－９２７８［24 時間受付］ 

 

G-MISに関するお問い合わせ：厚生労働省 G-MIS事務局 

  TEL：０５０－３３５５－８２３０［平日 9:00～17:00 受付］ 

  病床・外来機能報告 問合せフォーム（G-MIS サイトの連絡フォーム）［24 時間受付］ 

 



 

４ 留意点 

・ 報告様式は、様式１と様式２があります。どちらもお忘れなく御報告ください。 

・ 報告いただいた内容は地域医療構想調整会議において結果の報告や協議を行う 

ほか、県ホームページで公表します。 

また、紹介受診重点医療機関に係る協議においては、紹介受診重点医療機関とな

る意向や、紹介受診重点外来の割合などを用いることから、協議を円滑に進めるた

め、正しい数値を御報告ください。 

・ 紹介受診重点医療機関は、外来機能報告の都度、取りまとめ等を行います。   

現在、紹介受診重点医療機関となっている医療機関について、引き続き紹介受診重

点医療機関となる意向がある場合は、今回の外来機能報告でも意向を示すよう、御

留意ください。 

 

【担当】 

千葉県健康福祉部医療整備課 

地域医療構想推進室 岡田・吉江 

TEL  043－223－2457 

FAX  043－221－7379 

mail chihuku@mz.pref.chiba.lg.jp 


